
いわき市保健所 地域保健課 母子保健係

【いわき市の母子保健計画のあゆみ】

いわき市母子保健計画：計画期間 H9 年～H15 年

平成 6 年保健所法が改正されて地域保健法となる。母子保健法の改正により住民の生活に密着した行政サービスは

市町村が実施する。

新・いわき市子育て支援計画：前期計画 H16～H2１ 後期計画 H22～H26

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画として、母子保健計画を包含した行動計画を策定。

母子保健の主要な取り組みを提示する国の「健やか親子 21」(平成 12 年 11 月)と整合性を図り 計画を推進。

子ども・子育て支援計画：H27 年～

新・いわき市子育て支援計画（健やか親子 2１）の評価に基づき、子ども・子育て支援計画に母子保健計画も盛り

込んだ計画とする。

健やか親子２１とは

21 世紀の母子保健の主要な取組を提示したものであり、かつ関係機関・団体が一体となって推進する国民運動計画です。

同時に、安心して子どもを産み、ゆとりを持って健やかに育てるための家庭や地域の環境づくりという少子化対策として

の意義と、少子・高齢化社会において国民が健康で元気に生活できる社会の実現を図るための国民健康づくり運動である

「健康日本２１」の一翼を担う意義を有している。

＜基本的視点＞

☛ 20 世紀中に達成した母子保健の水準を低下させないために努力する（母子保健システムの質・量の維持等）

☛ 20 世紀中に達成しきれなかった課題を早期に克服する（乳幼児の事故死亡率、妊産婦死亡率等の世界最高水準の達成等。

☛ 20 世紀終盤に顕在化し 21 世紀にさらに深刻化することが予測される新たな課題に対応する（思春期保健、育児不安と

子どもの心の発達の問題、児童虐待等の取組の強化等）

☛ 新たな価値尺度や国際的な動向を踏まえた斬新な発想や手法により取り組むべき課題を探求する（ヘルスプロモーション

の理念・方法の活用、根拠に基づいた医療（EBM）の推進、生活の質（QOL）の観点からの 慢性疾患児・障害児の療育

環境の整備や妊娠期に至る環境の整備、保健・医療・福祉・教育・労働施策の連携等）
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